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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影レンズの前面に同方向に曲率を有する光学部材が装着された撮影光学系であって、
前記光学部材の物体側と像側の曲率半径の差は１０％以内であり、前記光学部材の物体側
又は像側の曲率半径をｒ、全系の焦点距離をｆとしたとき、
１０．２≦｜ｒ／ｆ｜＜１００
を満足することを特徴とする撮影光学系。
【請求項２】
　前記撮影レンズは単一焦点距離のレンズ系であることを特徴とする請求項１の撮影光学
系。
【請求項３】
　撮影レンズの前面に同方向に曲率を有する光学部材が装着された撮影光学系を備える撮
影装置であって、前記光学部材の物体側又は像面側の曲率半径の差は１０％以内であり、
前記光学部材の物体側又は像側の曲率半径をｒ、全系の焦点距離をｆ、有効撮影範囲の対
角線長をＬとしたとき、
１０．２≦｜ｒ／ｆ｜＜１００
ｆ／Ｌ＞４
を満足することを特徴とする撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明はビデオカメラ、デジタルカメラ、スチルビデオカメラ、そしてフィルム用カメラ
等に好適な撮影装置に関し、特に撮影レンズ（光学系）の前面にレンズ保護用光透過部材
あるいはフィルター等の光学部材を備え、該光学部材の各面に適切なる曲率を与えること
により撮影画面で生ずるゴーストの影響を軽減した撮影装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より写真用カメラやビデオカメラ、ビデオスチルカメラ等の撮影装置では前面（光入
射面側）に、保護ガラスやフィルターを配置したものがある。これらの撮影装置において
、使用される保護ガラスあるいはフィルターは平面状のものが多い。撮影装置のうち、記
録媒体としてＣＣＤのような撮像素子を使用した装置では、撮像素子のカバーガラスの表
面や撮像素子の表面の反射率が高いため、これらの表面で反射した光が撮影レンズのレン
ズ面やレンズ鏡筒等で反射し、再度、撮像素子に入射しゴーストとなって記録されるとい
う問題があった。特に、レンズ系の最前面に取り付けられた保護ガラスあるいはフィルタ
ーの面から発生するゴーストは撮像面で再結像されるという大きな問題があった。
【０００３】
特開平6-160779号公報では、ズームレンズの最前面に配置した保護ガラスの各面に曲率を
与えることによって、ゴーストが撮像面において拡散させるようにし、その影響を軽減さ
せる方法をとっている。同公報では、ズームレンズに装着することから広角側にて発生す
るゴーストを十分に拡散させるため、保護ガラスに大きな曲率を与えていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
撮像素子の表面からの反射光が撮影レンズ（光学系）の前面に装着した保護ガラスやフィ
ルター等の光学部材の各面で反射して戻り、撮像素子に再入射して、フレアーやゴースト
が発生するのを効果的に防止するには、光学部材の各面の曲率を強めれば良い。
【０００５】
　しかしながら、各面の曲率を強めるとそれより多くの収差が発生し、撮影光学系全体の
光学性能が低下してくる。又、逆に各面の曲率を弱めると撮像素子に再入射する反射光が
多くなり、フレアーやゴーストの発生が多くなってくる。
【０００６】
本発明は、撮影レンズの前面に装着するレンズ保護用光透過部材あるいはフィルター等の
光学部材の各面に与える曲率を適切に選ぶことによって、全系の光学性能を劣化させるこ
となく、ゴーストの影響を効果的に軽減することができる撮影装置の提供を目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の撮影光学系は、撮影レンズの前面に同方向に曲率を有する光学部材が装着され
た撮影光学系であって、前記光学部材の物体側と像側の曲率半径の差は１０％以内であり
、前記光学部材の物体側又は像側の曲率半径をｒ、全系の焦点距離をｆとしたとき、
１０．２≦｜ｒ／ｆ｜＜１００
を満足することを特徴としている。
【０００８】
　本発明の撮影装置は、撮影レンズの前面に同方向に曲率を有する光学部材が装着された
撮影光学系を備える撮影装置であって、前記光学部材の物体側又は像面側の曲率半径の差
は１０％以内であり、前記光学部材の物体側又は像側の曲率半径をｒ、全系の焦点距離を
ｆ、有効撮影範囲の対角線長をＬとしたとき、
１０．２≦｜ｒ／ｆ｜＜１００
ｆ／Ｌ＞４
を満足することを特徴としている。
【０００９】
【発明の実施の形態】
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図１，図３，図５は本発明の撮影光学系の数値実施例１，２，３のレンズ断面図、図２，
図４，図６は本発明の撮影光学系の数値実施例１，２，３の収差図である。
【００１０】
図中Ｌは撮影レンズ（光学系）であり、単一焦点距離のレンズ系より成っている。ＦＬは
光学系Ｌの前面に固着、又は着脱可能に装着したレンズ保護用光透過部材あるいはフィル
ター等の光学部材である。ＳＰは開口絞り、ＩＰは像面である。
【００１１】
　本実施形態では、レンズ保護用光透過部材あるいはフィルター機能を備えた光学部材の
各面に同方の曲率を持たせ、このとき、
　ｆ：全系の焦点距離
　ｒ：レンズ保護用光透過部材、フィルター等の光学部材ＦＬの物体、又は像側の面の曲
率半径
　Ｌ：撮影画面ＩＰの有効対角線長
としたとき、
１０．２≦｜ｒ／ｆ｜＜１００…（１）
ｆ／Ｌ＞４…（２）
の少なくとも１つの条件を満足するようにしている。
【００１２】
レンズ保護用光透過部材、フィルター等の光学部材の各面に与える曲率は同方向にし、パ
ワー（屈折力）を適切に設定することによって全系の収差に与える影響を軽減している。
【００１３】
条件式（１）は光学部材の１つの面の曲率半径に関する。条件式（１）の下限値を超えて
曲率半径が小さくなると撮像面でのゴーストは十分に拡散されるが、光学部材の持つパワ
ーが増大し、諸収差が多く発生してくる。又、上限値を超えて曲率半径が大きくなると光
学部材の持つパワーは小さくなるため、発生する収差量は減少するが撮像面でのゴースト
が十分に拡散されなくなってくる。
【００１４】
条件式（２）の下限値を超えて焦点距離が短くなると撮像面における十分なゴーストの拡
散を得るためには、光学部材の各面に与える曲率が大きくなるため収差への影響が増大す
る。
【００１５】
物体側の最前面に位置するレンズ保護用光透過部材あるいはフィルター等の光学部材によ
る撮像面におけるゴーストの拡散領域の画面中心からの最大像高の撮影画面対角線長に対
する比率は、被写体が無限遠にあるとした場合、以下の式で表わされる（ただし、入射光
束をレンズ系の光軸に沿って入射する軸上光束のみを考えている）。
【００１６】
α＝［２＊ｆ＊ｔａｎ（２＊ａｓｉｎ（ｆ／（２＊ｒ＊Ｆｎｏ）））］／Ｌ
ｆ：全系の焦点距離
ｒ：レンズ保護用光透過部材、フィルターの物体側、又は像側の面の曲率半径
Ｆｎｏ：Ｆナンバー
Ｌ：撮影画面対角線長
α：ゴーストの撮影画面対角線長に対する最大像高比
ゴーストの撮影画面の対角線長に対する最大像高比率は焦点距離の関数となり、ズームレ
ンズではゴーストの影響を軽減するために、特に広角側において大きな曲率を要し、望遠
側において必要以上の曲率となるとともに諸収差の発生原因となる。よってゴーストの影
響を軽減するとともに収差への影響を抑えるためには、ゴーストの拡散量を適度に設定す
る必要がある。
【００１７】
本実施形態では、条件式（２）を満足するように各要素を特定することによってゴースト
の発生を効果的に減少させている。
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【００１８】
　尚、条件式（１）の数値範囲を次の如く設定するのが、更にゴーストの発生を少なくし
つつ、光学性能を良好に維持するのに好ましい。
【００１９】
　ｆ／Ｌ＞５．５…（２ａ）
尚、本実施形態において、レンズ保護用光透過部材、フィルター等の光学部材は単焦点距
離の撮影レンズに装着することが望ましい。
【００２０】
単焦点距離の撮影レンズではレンズ保護用光透過部材あるいはフィルター等の光学部材の
適切な曲率を選ぶことができ、ゴーストの影響を軽減し、かつ収差の劣化を抑えるのに有
利である。本実施形態では、レンズ保護用光透過部材あるいはフィルター等の光学部材の
物体側と像側の面での曲率を略等しく（曲率半径の差で±１０％以内）することによって
諸収差の発生を減少させている。
【００２１】
次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例においてＲｉは物体側より順に第ｉ番目のレ
ンズ面の曲率半径、Ｄｉは第ｉ番目のレンズ厚又は空気間隔、Ｎｉとνｉは第ｉ番目のレ
ンズの材質の屈折率とアッベ数である。数値実施例において最終の２つのレンズ面はガラ
スブロックである。ここでｆ，Ｆｎｏ，２ωはそれぞれ無限遠物体に焦点を合わせたとき
の全系の焦点距離，Ｆナンバー，画角を表わしている。又、前述の各条件式と数値実施例
における諸数値との関係を表－１に示す。
【００２２】
【外１】
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【００２３】
【表１】
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【００２４】
【発明の効果】
本発明によれば以上のように、撮影レンズの前面に装着するレンズ保護用光透過部材ある
いはフィルター等の光学部材の各面に与える曲率を適切に選ぶことによって、全系の光学
性能を劣化させることなく、ゴーストの影響を効果的に軽減することができる撮影装置を
達成することができる。
【００２５】
特に、本発明によれば、レンズ保護用光透過部材あるいはフィルター等の光学部材の各面
に適切なる曲率を与えることで撮像面におけるゴーストの影響を軽減できるとともに、撮
影レンズの性能を劣化させることなくゴーストを容易に軽減することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】 本発明の数値実施例１のレンズ断面図
【図２】 本発明の数値実施例１の収差図
【図３】 本発明の数値実施例２のレンズ断面図
【図４】 本発明の数値実施例２の収差図
【図５】 本発明の数値実施例３のレンズ断面図
【図６】 本発明の数値実施例３の収差図
【符号の説明】
Ｌ：撮影レンズ
ＦＬ：光学部材
ＩＰ：像面
ＳＰ：開口絞り
Ｓ：サジタル像面
Ｍ：メリディオナル像面
ｄ：ｄ線
ｇ：ｇ線
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